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序     文 

 

独立行政法人国際協力機構は、ザンビア共和国関係機関との討議議事録（Record of Discussions: 

R/D）等に基づき、ザンビア孤立地域参加型村落開発計画を 2002 年 6 月から 5 カ年の計画でフェ

ーズ 1 を実施しております。また、プロジェクトの目標達成には 7 年間かかる予定であるため、

包括ミニッツ及びプロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix: PDM）に 7 年間

の活動の全体像を記載し、フェーズ 1 の評価をふまえたうえで、2007 年から別途 R/D を締結し、2

カ年の計画でフェーズ 2 を実施予定です。 

 今般、プロジェクトがフェーズ 1 協力期間の中間に至ったことから、技術協力の開始からプロ

ジェクト中間時点までの実績と実施プロセスを確認し、その情報に基づいて、評価 5 項目（妥当

性、有効性、効率性、インパクト及び自立発展性）の観点から日本側・ザンビア側双方で総合的

に評価し、プロジェクト後半の活動計画について今後の協力の枠組みも含め協議し、必要に応じ

て計画の修正を行うことを目的として、平成 16 年 11 月 27 日から 12 月 10 日まで、当機構東南部

アフリカ地域支援事務所 企画調査員 二木 光を団長とする運営指導調査団（中間評価）を現

地に派遣しました。 

 本調査団はザンビア側評価委員と合同評価委員会を結成し、評価結果を合同評価報告書に取り

まとめ、合同調整委員会に提出するとともに、ザンビア側政府関係者とプロジェクトの今後の方

向性について協議し、ミニッツ（M/M）として署名を取り交わしました。 

 本報告書は、同調査団による協議結果、評価結果を取りまとめたものであり、今後プロジェク

トの実施にあたり広く活用されることを願うものです。 

 終わりに、本調査にご協力とご支援を頂いた内外の関係各位に対し、心からの感謝の意を表し

ます。 

 

平成 17 年 1 月 
 

独立行政法人国際協力機構 

農村開発部長 古賀 重成 
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村落における実証展示 
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持続的農業 3 

農業研修機関における実証展示

（農協大学内圃場におけるアグ
ロフォレストリー実証展示）



 

農協大学 

農協大学には圃場の他に印刷機、

セミナー室、宿泊施設、図書室 

等を有している。 

村落開発 1 
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第１章 運営指導（中間評価）調査の概要 

  

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

 ザンビア国（以下「ザ」国）においては、政府の設定する貧困ライン以下の人口が全人口の約 7

割を占め、さらにその 7 割が農村に居住している。「ザ」国農業は、資本集約的農業経営で輸出向

け生産を行う大規模農家及び中規模農家と、自給自足的農業を営む小規模農家（全農家戸数の 9

割を占める）という二重構造を有しており、「ザ」国政府の重点政策課題である貧困の軽減のため

には、小規模農家を中心とする農村開発が重要視されている。また、構造調整に伴う農業関連サー

ビスの自由化により、特に「孤立地域」と呼ばれる条件不利地域の小規模農家にとっては、生産投

入財の高騰や補助金の廃止に加えて、民間に移管されたサービスが孤立地域まで届かないこと等に

より、農業経営が一層悪化している。 

 このような背景から、「ザ」国政府食糧農業省（現農業・協同組合省）は、住民参加による村落

開発手法と持続的農業技術の導入による孤立地域村落の小農の貧困軽減を目的としたプロジェク

ト方式技術協力を我が国に要請した。 

 なお、本要請は、同省派遣個別専門家の指導により、草の根無償資金協力によってルサカ州にて

実施された「参加型持続的村落開発アプローチ（Participatory Approach to Sustainable Village 

Development : PASViD）」の成功に基づき、これをさらに手法（PaViDIA）として改善し、他地域に

適用可能なモデルを確立するためのものである。 

 この要請を受けて 2002 年 6 月に開始されている「ザンビア孤立地域参加型村落開発計画」プロ

ジェクトは、「持続的村落開発のモデルアプローチの確立を、普及員と対象村落農民のキャパシテ

ィ強化を通じて実現する」をプロジェクト目標に掲げている。2003 年 2 月の運営指導（計画打合

せ）調査団派遣時に、プロジェクト目標が「孤立地域の持続的参加型村落開発モデルが確立される」

と変更され、それに沿った活動が継続されてきた。現在 4 名の長期専門家（チーフアドバイザー、

業務調整、持続的農業、村落開発分野）が派遣中である。 

 なお、プロジェクトの目標達成には 7 年間かかる予定であるため、包括ミニッツ及びプロジェク

ト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix: PDM）に 7 年間の活動の全体像を記載したう

えで、2002 年 2 月に締結した R/D ではフェーズ 1（5 年間）の実施に係る部分が確認された。2007

年から実施予定のフェーズ 2（2 年間）については、フェーズ 1 の評価をふまえたうえで、別途 R/D

（討議議事録）を締結する予定である。 

 今般、プロジェクトが協力期間の中間（フェーズ 1 の中間）に至ったことから、技術協力の開始

から現在までの実績と計画達成度を R/D、PO（活動計画）及び PDM 等に基づき、評価 5 項目（妥

当性、有効性、効率性、インパクト及び自立発展性）に沿って日本側・ザンビア側双方で総合的に

調査、評価するとともに、プロジェクト後半の活動計画について今後の協力の枠組みも含め協議し、

必要に応じて計画の修正を行うため、運営指導（中間評価）調査団を派遣する。 
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１－２ 評価者の構成 

日本側評価調査団 

 担当分野 氏名 所属 

1 総括／ 
参加型開発 

二木 光 JICA 東南部アフリカ地域支援事務所 
企画調査員 

2 農村開発／ 
持続的農業 

永代 成日出 JICA 国際協力総合研修所 
国際協力専門員（農業開発・灌漑） 

3 計画管理 中堀 宏彰 JICA 農村開発部第 3 グループ乾燥畑作地帯第Ⅱチーム

職員 
4 評価分析 平川 貴章 インテムコンサルティング株式会社 計画調査部 

研究員 
 

ザンビア側評価調査団 

 担当分野 氏名 所属 

1 総括  Mr. Christian CHPMBA,
 

Senior Agricultural Economist, Planning and Co-operative 
Development, Ministry of Agriculture and Co-operative 
（MACO） 

2 計画管理 Ms. Priscilla MUSOLE 
 

Senior Economist, Economic & Technical Cooperation 
Department, Ministry of Finance and National Planning 

3 持続的農業 Mr. Mwase PHIRI 
 

Principal Irrigation Agronomist, Field Services, MACO 

4 評価分析 Ms. Peggy M. 
CHILEMBO  

Rural Sociologist, Planning and Co-operative Development, 
MACO 

 

１－３ 評価方法 

 合同評価委員会は、PCM 手法に基づき以下に掲げる評価 5 項目による分析の観点から評価調査

を実施し、合同評価報告書を取りまとめた。 

評価 5 項目 

（1）妥当性 

・設定された目標（成果、プロジェクト目標、上位目標）は評価時点において先方の開発政策

に合致しているか。 

・上位目標、プロジェクト目標は評価時において受益者（ターゲットグループ）のニーズに合

致しているか。 

・日本の援助政策と合致しているか、日本の技術的な優位性があるか。 

 

（2）有効性 

・プロジェクト目標は期間内に達成される見込みはあるか。 

・成果の達成がプロジェクト目標の達成につながっているか。 

 

（3）効率性 

・成果はどの程度達成されているか。 

・投入の時期、質、量は計画どおりであったか。 

・他のよりよい手段でより効率的に達成できないか。 
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（4）インパクト 

・プロジェクトが実施されたことにより生じた、評価時における直接・間接的な正・負の影響

（計画当初、予想されていなかった効果も含む） 

 

（5）自立発展性 

・プロジェクトにより開始された活動は、協力終了後も継続して実施される見込みがあるか 
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第２章 プロジェクトの実績と実施プロセス 

 

２－１ 投入実績 

日本国側、およびザンビア国側による投入は以下のとおりである。なお、投入に関する詳細は、

付属資料 6 に示す。 

(1) 日本国側の投入 

・専門家派遣 

a) チーフアドバイザー（長期専門家 2 名） 

b) 業務調整（長期専門家 1 名） 

c) 村落開発（長期専門家 1 名） 

d) 持続的農業（長期専門家 1 名） 

e) その他（短期専門家延べ 3 名、第三国専門家延べ 3 名） 

・カウンターパート研修 

計画どおり、カウンターパート 9 名を本邦研修に召集した。研修内容、参加者数、および

研修期間は概ね適切であった。 

・機材 

供与機材は、プロジェクト活動に対して効率的に活用されていた。 

 

(2) ザンビア国側の投入 

・ザンビア国側の人材 

ザンビア国側の人材は予定どおり配置され、カウンターパート 20 名が本プロジェクトの業

務を担当することになっている。 

・ローカルコスト 

ザンビア政府の予算は、予定どおり支払われていない。支払われた総額は、プロジェクト運

営に必要な金額よりもかなり下回っている。 

・土地、建物、および施設 

プロジェクト実施に必要な土地、建物、およびその他の施設は、適切に準備された。 

 

２－２ 実施プロセス 

(1) プロジェクト内のコミュニケーション 

専門家執務場所は 3 カ所（MACO 本省、ルサカ州の PACO（州農業調整事務所）、農協大学）

に分かれているが、基本的にコミュニケーションは順調におこなわれている。 

郡レベルでは、普及員が DACO 事務所と随時コミュニケーションを取っているが、全普及

員が担当地域を巡回し、DACO 事務所と連絡を取りあうための交通手段（モーターバイクな

ど）を持っているわけではないため、コミュニケーションを取る上で決して好ましい環境とは

言えない。なお、モーターバイクを所有していたとしても、活動手当てという形で、ザンビア
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国政府からその燃料費の支給を受けているわけではない1。 

 

(2) 農民の意識 

各農村におけるマイクロプロジェクト（MP）に対する農民の意識は高い。ただし、専門家

への質問紙調査によると、MP に対する農民の理解が不十分なため、開始前に様々な問題が生

じ、それを解決するために多くの時間が費やされることもあるが、そのプロセスが農村の持続

的活動を培うものであり、今後のプロジェクト活動をおこないやすい環境に設定していると回

答していた。なお、MP の内容は、普及員により良く説明されており、PRA（参加型農村調査）

および PCM（プロジェクト・サイクル・マネージメント）ワークショップを通じて、農民た

ちの意識は高まってきている。 

 

(3）実施プロセスの適切性 

1）カウンターパートの業務 

ザンビア国政府は、本プロジェクトの円滑な運営を支援するための活動資金を捻出する責

任を果たしていない。カウンターパート予算が配分されない状況では、政府担当職員への活

動手当て（すなわち出張旅費）も支払われないため、プロジェクト活動をおこなう職員の士

気・意欲が低迷してしまう。 

また、通常業務の他に、多くのドナー案件を抱えているため、本プロジェクトへの関与が

制限されている。その結果、R/D で求めているザンビア国側の負担と現実的な負担業務との

間に差が生じている。 

2）事故 

チョングェ郡の DACO 事務所へ通じる路上にてバイク強盗殺人事件が発生し、農村インタ

ビュー調査用に準備されていた普及員用のバイクの供与が見合わされてしまったこと、およ

び日本人専門家がその近隣地域へ立入ることを禁止されたことにより、本プロジェクト業務

の一部に支障をきたした。 

3）農協大学からの協力 

農協大学の学長は PACO 事務所の前職員であり、PASViD 手法の開発に携わってきた経緯

があるため、本プロジェクトに対して高い理解を示し、PaViDIA プロジェクトの促進に積極

的な協力・支援を表明している。また、農協大学は、本プロジェクト用に持続的農業のため

の展示圃を提供し、さらに実地検証などの活動をおこなえるよう 3 名の教職員も配置した。 

 

(4) 供与機材の維持管理体制（管理台帳整備状況、責任者、管理方法等） 

主な供与機材は以下の通り適切に管理されていた。 

 

 

                                                  
1 通常の普及事業に関しては、MACO 本省から支給されるべきものであるが、財政難のため、ほとんど支給されて

いないのが現状である。また、MP 実施に係る燃料費は、本プロジェクトから支給することはないが、実施農村と

合意が得られた場合、必要に応じて MP 経費から支給されることもある。 
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機材名 維持管理体制 

ピックアップ 

トラック 

チョングェ郡 SAO（シニア農業官）による管理、ログブックを毎月郡事務所経

由でプロジェクトオフィスに提出 

四輪駆動車 

（パジェロ、

パトロール） 

専門家チームによる管理、ログブック（月別）をプロジェクトオフィスにて保管

自動二輪車 各ブロック普及員による管理、ログブックを毎月郡事務所経由でプロジェクト 

オフィスに提出 

パソコン 

（本省） 

プロジェクトオフィスでの管理 

パソコン（州） 配置箇所での管理 責任者は配置箇所の長 

パソコン（郡） 配置箇所での管理 責任者は配置箇所の長 

コピー機（州） 配置箇所での管理 責任者は配置箇所の長 

コピー機（郡） 配置箇所での管理 責任者は配置箇所の長 

ミニバス 供与前（農業省での管理を予定）、ログブックを毎月プロジェクトオフィスに 

提出予定 
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第３章 各分野の実績と現状 

 

３－１ 実績と現状の総括 

本プロジェクトには PDM の成果に対応する 3 つの分野（持続的農業、村落開発、制度化）があ

る。持続的農業分野では、優良農家事例や研究機関における推奨農業技術の調査結果を基に、孤立

地域小農の持続的農業に資する農業技術の展示を村落レベル（15 農家）と農協大学の圃場で行っ

ている。これらの展示圃を活用した研修も既に行われており、持続的農業技術の普及に向けた基礎

はほぼ出来上がっている。村落開発分野では、PASViD に基づく MP をルサカ州チョングェ郡の 15

村落を対象に実施している。村落開発に必要な施設建設などの各種事業が住民参加の下、精力的に

推進されている。なお、「本プロジェクトの成果を農業協同組合省の開発計画に組み込むこと」を

目指した制度化への進展は、現在までのところほとんど見られない。今回の運営指導調査により、

制度化に向けた道程が明らかになったので、今後はこの分野の活動も本格化すると判断される。 

 

３－２ 持続的農業 

(1) 活動実績と現状の要約 

活動はほぼ計画通りに実施されてきている。本分野の期待される成果は、「対象地域におけ

る小規模農家向けの持続的農業の取り組みが確認され、展示される」ことである。この成果を

達成するために、表 1 に示す 3 つの活動が行われてきた。2004 年 11 月時点の実績と現状は、

次の通りである。 

表 1 持続的農業分野の活動実績と現状 

活動計画 

項目 活動内容 

実績と現状 

1-1： 

孤立地域の村落の小農

による持続的農業の取

り組みを確認する。 

①村落における優良農

家事例の調査 

②研究機関おける推

奨農業技術の調査 

①チョングェ県の 30 村（camp）において農業普及

員を対象とした調査を実施し、土壌肥沃度管理分野

および小規模灌漑分野の集計表と優良農家事例ﾘｽﾄ

を作成。 

②農業試験場での調査結果を基に実証展示圃場を

計画・設計。 

1-2： 

孤立地域の村落の小農

による持続的農業の優

良事例の選択及び展示

を行う。 

①村落における実証

展示 

②農業研修機関にお

ける実証展示 

 

①足踏みﾎﾟﾝﾌﾟあるいは小水路による乾期ﾒｲｽﾞ作と

雨期の緑肥栽培の組み合わせを 15 農家において展

示。また、現在、前記農家における Agroforestry の

展示を準備中。 

②農協大学の圃場で、雨期の輪作、Agroforestry、緑

肥作物栽培、乾期メイズ作の播種期別、品種別を展

示。2004 年 3 月と 10 月には、本展示圃にて農業普

及員および農家を対象とした Field Day を開催。 
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1-3： 

持続的農業の研修ﾌﾟﾛ

ｸﾞﾗﾑにかかるﾌｨｰﾙﾄﾞﾏ

ﾆｭｱﾙを作成する。 

①調査情報によるﾊﾝ

ﾄﾞﾌﾞｯｸの編集 

②展示活動情報によ

るﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸの編集 

③ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸの作成 

①灌漑メイズ作の実績評価を行うと共に、PaViDIA

研修会用として持続的農業技術に関する講義資料

11 種類を作成。 

②農家および農協大学の展示圃での輪作および緑

肥作物についての収量調査やﾊﾞｲｵﾏｽ調査を実施、現

在結果の取り纏め中。 

③ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸの構成については検討済み。 

 

(2) 実証展示活動の現状 

ここでは、本分野の主な活動である農協大学と村落における実証展示の現状について述べる。 

農協大学での実証展示 

持続的農業分野の専門家は、農協大学内に執務室を提供され活動している。農協大学は、1

年間のアグリビジネス・コースや短期間の研修を実施している農業協同組合省管轄下の機関で

ある。この大学の圃場で本プロジェクトの実証展示が 2003 年 12 月より行われているが、①ス

タッフが協力的な点、②農業普及員研修を本大学の施設を利用して実施している点、③灌漑施

設が整っている点、などから判断すると適切な場の選択であったといえる。 

なお現在までに、持続的農業技術に関する下記の展示が行われてきた。 

・ メイズと緑肥作物、落花生、ヒマワリと緑肥作物を用いたローテーションによる土壌肥

沃度管理 

・ 緑肥作物（Sunhemp 及び Velet beans）とメイズとの間作による土壌肥沃度管理 

・ Agroforestory（6 樹種）による土壌肥沃度管理 

・ 乾期の畝間灌漑によるメイズ栽培（播種期別） 

・ 乾期の畝間灌漑によるメイズ栽培（熟期品種別） 

・ 乾期の畝間灌漑によるスイートコーン栽培 

・ 堆肥作り 

・ 点滴灌漑によるトマト栽培 

これまでに、展示圃を活用した Field Day が 2 回開催され持続農業技術の紹介が行われた。

一回目の Field Day は 2004 年 3 月に開催され、チョングェ郡の MP 対象地区の農業普及員 15

名、持続的農業に関心を持つ小規模農家 62 名及び農業・協同組合省関係者 12 名、計 89 名が

参加した。なお、この Field Day に参加した農家から「村落における実証展示」の協力者が選

定された。2 回目は、同じくチョングェ郡の農業普及員を対象に 2004 年 10 月に開催された。 

村落での実証展示 

MP が導入された地区の協力農家の農地で実証展示が行われている。一つの地区は複数の村

落から成り立っている。現在までのところ、MP 対象村落とは別の村落に実証展示圃が設置さ

れている。 

2003 年 8 月より始まった実証展示は現在 15 村落で展開中であり、農業普及員による定期的

な指導とモニタリングが実施されている。 
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(3) 今後の活動に向けた留意点 

持続的農業技術の普及に向けた基礎作りがほぼ終わっているので、次に示す点に留意した活

動が実施されればより大きな効果が期待できると思われる。 

一番目の留意点は、「小規模畜産の導入など複合農業の要素を加味した技術の展示」である。

複合農業に関する技術展示は、持続的農業取り組みへのより具体的な事例を孤立地域の小農に

対して与える。二番目の留意点は、「孤立地域の社会的、経済的状況を考慮した展示技術の選

択」である。技術普及のためには、小農の置かれた経済的且つ社会的状況も十分に考慮して展

示内容を選択する必要がある（農協大学圃場で点滴灌漑によるトマト栽培の実証展示が行われ

ているが、その機器購入費は 600US$であり小農が調達できる範囲を超えているように感じら

れる）。三番目の留意点は、「MP 事業との連携強化」である。現在、異なった村落を対象に 2

つの事業が行われているが、「持続的農業を基礎とした村落開発」という本プロジェクトのコ

ンセプトから判断すると、同一村落を対象とした事業展開が望まれる。 

 

３－３ 村落開発 

(1) 活動実績と現状の要約 

活動はほぼ計画通りに実施されてきている。本分野の期待される成果は、「PASViD（参加

型持続的村落開発アプローチ）をベースとした孤立地域に対する参加型村落開発手法が改良さ

れ、確立する」である。この成果を達成するために表 2 に示す 5 つの活動が行われてきた。2004

年 11 月時点の実績と現状は、次の通りである。 

表 2 村落開発分野の活動実績と現状 

活動計画 

項目  活動内容 

実績と現状 

2-1： 

ﾊﾟｲﾛｯﾄ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞを行い、結

果を研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに

反映させる。 

①ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ･ｼｰﾄの設計 

②ﾊﾟｲﾛｯﾄ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの 

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの実施、結果分析

および研修への反映 

各種ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ（参加型、普及員用、個人ﾍﾞｰｽ）の調

査内容を決定。参加型ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞは 18 カ村を対象に実

施。その結果をﾚﾎﾟｰﾄに取り纏めると共に、得られ

た教訓を農業普及員研修に反映。 

2-2： 

普及員向けの研修

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを確立す

る。 

①研修ｶﾘｷｭﾗﾑの作成 

②研修ｺｰｽの実施と評価 

③ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟのﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ 

④研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの変更・ 

確立 

2003 年 11 月に農業普及員を対象にﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ研修を

実施。各対象村落でのﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ実施状況をﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

し評価報告書を作成。評価報告書の内容は、第二回

普及員ｶﾘｷｭﾗﾑの作成に反映。 

2-3： 

普及員が MP のﾌｧｼﾘ

ﾃｰｼｮﾝを行う。 

①村の選定 

②村落活動計画の準備 

③MP の実施とﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 

MP の対象となる 15 カ村をチョングェ郡内から選

定後、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟを開催。その結果を基に各村落でﾌﾟ

ﾛﾎﾟｰｻﾞﾙを作成。2004 年 9 月より事業に着手。 

 

 



 10

2-4： 

研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ教材の

作成及び改善を行

う。 

①PASViD ﾏﾆｭｱﾙの見直し

②ﾊﾟｲﾛｯﾄ及びPaViDIA ﾏｲ

ｸﾛﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事例の集積 

③PaViDIA ﾏﾆｭｱﾙおよび

研修ﾏﾆｭｱﾙの改善 

1999 年から 2001 年にかけて JICA 個別専門家やｻﾞﾝ

ﾋﾞｱ政府側が主管して実施されたﾊﾟｲﾛｯﾄ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞを実施し事例を集積。現在、研修用とし

てﾜｰｸｼｮｯﾌﾟﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸを作成中。 

2-5： 

PaViDIA ﾓﾃﾞﾙの手順

を記録する。 

①PaViDIA 実施体制の記

録 

②研修と MP･ﾌｧｼﾘﾃｰｼｮﾝ

の記録 

③ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞと持続的農業

取り組みの記録 

特筆すべき活動はないが、普及員研修の記録は蓄

積。また、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの広報という目的でﾋﾞﾃﾞｵの製

作を現在検討中。 

 

 

 

 

上表に示したように本分野の主活動である MP はチョングェ郡の 15 村落を対象に 2004 年

9 月に始まったばかりであり、現在、住民参加による各種施設の建設などが実施されている。

よって、現時点においても事業実施によるインパクトの一部は確認できるものの、全体的評価

ができる状況には至っていない。 

 

(2) MP の実施手順 

MP は、図 1 に示す手順に従い実施されている。 

 

 

 

図 1 MP の実施手順 

 

農業普及員 (ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ)研修

基準に基づいた対象
村落の選定 

PCM ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの開催 
・MP・ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄの決定など 

MP･ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙの提出と審査 

JICA よりの資金振込みと
資機材の購入 

MPの実施（村民の労働力提
供による施設の建設など） 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ･ｺﾐﾃｨによる自主管
理とﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 

本ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄによる
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの実施など 



 11

第一のステップは、農業普及員（ファシリテーター）研修である。その研修で、普及員はワ

ークショップのファシリテーションに必要な PASViD 手法と持続的農業技術を学ぶこととな

っている。なお、2003 年 11 月の第一回研修は、バングラデシュにあるアジア太平洋総合農村

開発センター（CIRDAP）からの招聘講師の応援も得て実施された。研修受講後、各普及員は

担当する地区の中から MP 対象村落を選定基準（村民の共同作業の経験やコミュニティー開発

に対する意欲など）に基づいて選び、参加型ワークショップを開催する。ワークショップでは、

リソースマップ、村落の問題系図および村落開発のための PDM が策定される。PDM に示さ

れる MP の内容は、村民の多数決により決定されているが、現在のところ、100US$／戸に総

世帯数を掛けた額が実施のための総予算となっている。 

予算申請を含むプロポーザルの作成は普及員の協力の下、村民の手によって行われる。そし

て作成されたプロポーザルは、DACO、ルサカ州 PACO 経由でプロジェクト事務所（農業協同

組合省）に提出され審査される。審査に通れば、MP 実施に必要な資金が JICA 側より農業協

同組合省を経由して各村落の口座に振り込まれることとなっている。 

MP の主なコンポーネントは、①農業倉庫などの施設建設、②製粉機や足踏みポンプなどの

機器の導入、③農業技術などの習得を目的とした研修実施、である。なお施設建設は、村民の

労働力提供が実施のための前提条件となっている。施設や機材の維持管理もコミュニティーに

よる自主管理を前提としており、これらの方法で事業の持続性確保に不可欠なオーナーシップ

の醸成を図ることとしている。 

本プロジェクトでは、事業実施中および実施後のモニタリングを行うこととしている。その

結果はリスクマネージメント表に取り纏められ、今後の MP実施の際のリスク低減のために用

いられる計画となっている。 

以上が MP の実施手順である。なお参考のため、付属資料 9 に現在（2004 年 11 月時点）実

施中の MP の概要を示す。 

 

(3) MP 実施村落の調査結果 

本調査期間中 2 つの村落を視察し、MP の進捗状況を把握すると共に村民からの聞き取り調

査を行った。その結果は下記の通りである。 

1) Chokondo Village 

・受益戸数：110 戸 

・MP の内容 

製粉機・井戸・フットブリッジ・ヤギ生産・養鶏・足踏みポンプ・研修 

調査結果 

・製粉機は 2004 年 10 月から稼動しており、現在 1 日あたり約 10 人の村民が利用してい

る。その使用料は 2,500 クワチャ／20 リットルで、コミュニティーで積み立てを行って

いる会計担当者も任命されており、管理は行き届いているような印象を受けた。将来的

には、その資金を基に日用雑貨店を開きたいというのがコミュニティーの願いである

（現状では、9km 離れた所にしか店がない）。 

・橋の建設は 5 カ所で行われていた。橋建設の経験がある村民の技術指導の下、コミュニ

ティーの力（住民の労働力を結集）により工事が実施されていた。これらの橋が完成す
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れば小学校や市場などへのアクセスが著しく改善すると期待されている（現状では、村

落から小学校まで 9km、市場まで 4km の道程）。 

・足踏みポンプは 6 台購入され、コミュニティーから頭金を支払った村民にローン付で供

与されている。収入がある度にコミュニティーに返済することとなっているが、一回あ

たりの返済額や返済期限などは定まっていない。 

・MP 実施によるインパクトの一つとして、村民間の団結心が高まったことが挙げられる

とのこと。 

2) Kwale Village 

・受益戸数：109 戸（2 つの村落により構成されている） 

・MP の内容 

・製粉機・畜力牽引用牛と農具・井戸・クリニックハウス・肥料ローン・緑肥栽培・ヤギ

生産・研修 

調査結果 

・MP のコンポーネント毎にサブ・コミティを結成し、管理する体制をとっている。サブ・

コミティは委員長、会計および他の 2 人のメンバーの計 4 人体制で、ジェンダー・バラ

ンスを考え男女それぞれ 2 人ずつの構成となっている。 

・コミュニティーの予算で製粉機の操作管理のためのスタッフ 1 名が雇われている。製粉

機の使用料はコミュニティー口座に積み立てられている。村落の中に製粉場が完成して

大変便利になったとのこと（以前は 5km 以上離れた所にしか製粉場がなかった）。 

・クリニックハウスは住民の力（労働力の提供）を結集して完成した。以前は 12km 離れ

た所にしかクリニックがなかった。現在、月に一度の頻度で看護婦が来ている。看護婦

の常駐を政府担当機関に要請しているが、見通しは立っていない。 

・2 つの村落間の関係が良くなり協力して村の事業に対処するようになったことが、MP 実

施によるインパクトの一つとして挙げられる。 

 

(4) パイロットプロジェクトのモニタリング結果 

村落開発分野の業務の一環として、1999 年から 2001 年にかけて JICA 個別派遣専門家やザ

ンビア政府の主導により実施（草の根無償資金や旧 OECF の見返り資金を活用）されたパイロ

ット・マイクロプロジェクトのモニタリングが 15 村落で行われた。それらで明らかになった

MP 実施によるインパクトと関連する問題点を表 3 に示す。 

この表に示されるように、MP の実施は、コミュニティーのエンパワーメント、生活改善お

よび経済面などにインパクトを与えている。他方、不十分な住民参加、会計の不透明性および

ローン返済に関わる問題などが指摘されている。 

なお、このモニタリング結果からの教訓は、研修を通して農業普及員などにも知らされ、MP

実施の際のリスク低減のために活かされている。 

 

 



 13

表 3 MP 実施によるインパクトと問題点 

イ
ン
パ
ク
ト 

・コミュニュティーのエンパワーメント 

・コミュニュティーの団結 

・生活の改善 

・経済的恩恵 

・村落開発に対するオーナーシップの醸成 

問 

題 

点 

・1/5 の集落では、MP 実施の際の住民の参加が十分ではなかった。その原因は参加型村落

開発に関する理解不足によるものと推定される。 

・施設や機材を管理するサブ・コミティ間や全体を主管するメイン・コミティ間との意思

疎通や情報の伝達が適切に行われていない。 

・ミシンや農業資機材の導入は、多くの場合、コミュニティーに利益をもたらしていない。

他方、製粉機や日用雑貨店の開設などはコミュニティーにとり有益な結果ももたらして

いる。 

・会計管理が適切に行われていない場合が多く、ほとんどのコミュニティーで、住民に対

して会計報告が行われていない。 

・コミュニティーから村民に供与された機器に係わるローン返済が 2 年連続の干ばつのた

め滞っている。 

・半分以上の集落で、ワークショップで策定された開発目標（ゴール）が忘れられていた。

 

(5) 今後の活動に向けた留意点 

今まで述べてきたように、村落開発分野の活動は現在のところ順調に推移している。来年

度（2005 年度）は JICA 予算の活用によりチョングェ郡の 15 村落を対象とした MP を新たに

実施し、再来年度以降は 2KR の積み立て資金等を利用してルサカ州以外の 3 州（西部、北部、

ルアプラ）で事業を展開することが計画されている。このように、今後、MP の対象地域は拡

大していくが、その適切な実施のためには次の点に留意する必要がある。 

一番目の留意点は、「研修内容の改善を通したファシリテーターの質の向上」である。MP

対象村落に参加型開発手法が根付くか否かは、ワークショップをファシリテートする農業普及

員の力量によるところが大きい。よって、研修内容のさらなる改善を通してファシリテーター

の質の向上に取り組むことが必要である。二番目の留意点は、「実効性の高い MP 事業選定の

ためのスクリーニング手法の導入」である。現在、事業選定は村民の多数決だけで行われてい

るが、機材や施設の活用に不可欠なソフトウエア（内外リソース活用の可能性）の有無など様々

な観点からの検討を加えた上で決定していく必要がある。このようなスクリーニング手法の導

入は、費用対効果の向上、収入創出活動を伴った持続的な村落開発の策定などのためには不可

欠といえる。 

 

３－４ 制度化 

(1) 活動実績と現状の要約 

現在のところ、「制度化」に関する進展はほとんど見られない。本分野の期待される成果は、 

「確立された手法が農業協同組合省の開発計画に孤立地域開発モデルとして組み込まれる」
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ことである。この成果を達成するために表 4 に示す 2 つの活動が行われてきた。2004 年 11

月時点の実績と現状は、次の通りである。 

表 4 制度化分野の活動実績と現状 

活動計画 

項目 活動内容 

実績と現状 

3-1： 

プロジェクト活動

を農業協同組合省

の業務に組み込む 

①農業協同組合省

へのPaViDIA業務の

組み込みにかかる

計画の策定 

②農業協同組合省

のPaViDIA業務の組

み込み 

この活動項目に関する実質的な進展は現在までのとこ

ろ見当たらない。短期専門家をファシリテーターとする

プロジェクト関係者のワークショップが2004年10月開

催され、フェーズ I（2007 年まで）のプロジェクト目標

を「PaViDIA の実施体制が確立される」とする案と、そ

のために必要な Project Management Office を設立する案

が策定された。今後、Project Management Office の設立

と強化を通して、農業協同組合省への PaViDIA 業務の

組み込みを具体的に行うこととなっている。 

3-2： 

PaViDIA モデルの展

開の基盤を固める 

①農業協同組合省

本省の担当職員の

研修を行う 

②PaViDIA モデルの

展開可能性を検証

する 

 

現在までに、9 名のカウンターパート（内、本省は 2 名）

が日本やバングラデシュで参加型農村開発手法や持続

的農業技術についての研修を受講した。PaViDIA モデル

の展開可能性の検証は今後の課題であるが、展開を行う

優先地域についての検討作業は進んでいる。現在のとこ

ろ、他のドナーとの関係や治安状況等を考慮して、西部、

北部、ルアプラの 3 州が優先地域として選定されてい

る。 

 

この制度化のためには、農業協同組合省本省が本プロジェクトの中核となり活動することが

不可欠である。しかしながら現在までのところ、本省のプロジェクトに対する関わり方は主体

的であるとは言い難い。その背景には、①上位目標やプロジェクト目標達成への道程が関係者

間で共有されていなかったこと、②構想段階では全国を対象としたプロジェクトの事業計画案

が、結果的にチョングェ郡に限定した活動となり期待感が低下したこと、③JICA の場合、他

ドナーのようにカウンターターパートに手当てを支払うことが出来ず、そのことがインセンテ

ィブの低下に繋がっていること、などの問題点がある。 

この内の①に関わる問題への対処および制度化を促す目的で2004年10月に短期専門家が派

遣され、プロジェクト関係者を対象としたワークショップが開催された。そのワークショップ

での成果の要約は、次の通りである。 

 

(2) ワークショップでの成果の要約 

農業協同組合省本省、ルサカ州農業事務所、チョングェ郡事務所のスタッフおよび JICA 専

門家などを対象とした参加型ワークショップが、短期専門家のファシリテーションで 10 月 18

日から 20 日までの 3 日間開催された。このワークショップでの結果、①計 7 年間の本プロジ

ェクトを Phase 1（2007 年までの 5 年間）と Phase 2（2009 年までの 2 年間）に分けて考える
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必要があること、②従来用いられていた PDM のプロジェクト目標は Phase 2 のプロジェクト

目標であること、③新たに Phase 1 のプロジェクト目標を設定する必要があること、が明らか

にされた。そして、Phase 1 の目標を「PaViDIA の実施体制（Implementation System）が確立さ

れる」とする新 PDM 案が策定された。なお、その PDM 案は今回の中間評価調査によりオー

ソライズされた（詳細は添付資料を参照のこと）。 

 

(3) 制度化に向けた今後の実施体制案 

本調査期間中、制度化に向けた今後のプロジェクトの実施体制案、とくに Phase 1 のプロジ

ェクト目標達成に向けた具体的な措置についての協議がザンビア側と行われた。その結果、下

記の点につき合意し、その内容はミニッツに記載された。 

① PaViDIA 管理室（POR）の設置 

POR を農協大学内に設ける。農協大学側は十分なスペースをもつ部屋を既に準備している。

農協大学は農業協同組合省本省から近距離に位置し、アクセスの面でも良い。また、農業普

及員研修が同大学の施設を活用して行われていることや展示圃場もあることなどから見ても

最適な場の選定だといえる。 

② POR に対する農業協同組合省職員の配置 

制度化に向け不可欠なことの一つに人材の育成が挙げられる。とくに将来的な事業の全国

展開を考えると、本省職員をオンザジョブ・トレーニングで育成することが急務といえる。

ミニッツには、POR に本省職員を最低 1 名、可能ならば 2 名配置するという点が盛り込まれ

た。 

③ MP 実施資金調達への努力 

来年度（2005 年度）までは JICA 予算による MP の実施が計画されている。しかし、本事

業の制度化のためには、ザンビア側が中心となって早急に他の財源ルートを開拓し、自立発

展に向けた基礎作りをすることが肝要である。この点についてもザンビア側と日本側で確認

され、ミニッツには、農業協同組合省側が財源ルートの開拓に努力し、それを JICA 側が支

援するという内容が記載された。プロジェクト側の話によると、食糧増産援助（Second 

Kennedy Round: 2KR）の見返り資金からの事業費調達の可能性は高いとのこと（現時点で約

22 億クワチャ＜約 4600 万円＞の調達がほぼ担保されている模様）。その他、ノンプロ無償の

見返り金やザンビア Initiative の活用が考えられるとのことである。 

④ チョングェ郡（ルサカ州）以外の地域での事業展開 

ルサカ州以外の 3 州（西部、北部、ルアプラ）での事業展開を今後具体的に検討していく

こととなった。この事業展開により、制度化に向けた活動が促進されることが望まれる。 

 

(4) 今後の活動に向けた留意点 

現在のところ制度化に関する進展はほとんど見られないが、POR の設立を契機に活動が本

格化することが期待される。なお、今後の活動に向けた留意点は 3 つ挙げられる。 

一番目の留意点は、「ザンビア側を中心とした実施体制への移行」である。Phase1 のプロジ

ェクト目標である「PaViDIA の実施体制の確立」の達成のためには、プロジェクト後半部とな

る今後は、可能な限り農業協同組合省本省を中心とするザンビア側中心の運営に心掛ける必要



 16

がある。二番目は、「資金調達ルートの開拓」である。資金ルートの開拓は、制度構築のため

の体制整備、人材育成と同様に必要不可欠なものである。現在のところ、ザンビア政府予算か

らの資金調達の可能性は非常に低いと思われる。よって、ドナー機関からの原資を基とした各

種資金源の活用についてのリサーチを、日本大使館などの支援も仰ぎながらプロジェクトで本

腰を入れて取り組む必要がある。三番目は、「カウンターパートのインセンティブへの配慮」

である。農業協同組合省に対して協力を実施している他の全てのドナー機関が手当てを支払っ

ている現状下において、この問題は無視できない状況となっている。この点を無視するとプロ

ジェクト自体が動かなくなる懸念さえある。JICA の協力哲学は固守しつつ、現行制度の中で

どのようなインセンティブを与えることができるかにつき、関係者で議論する必要がある。 
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第４章 評価結果 

 
４－１ 評価結果の総括 

評価の結果、孤立地域の持続的参加型村落開発手法（PaViDIA）を確立することを目標とする本

プロジェクトの前半部分の計画内容、実施プロセスとも大きな問題は見られなかった。これはザン

ビア側、日本側プロジェクト関係者の努力によるものである。 

次章に述べる提言に留意しつつ活動を実施すれば、よりよいプロジェクトの成果が得られると思

料する。 

表 5 5 項目評価結果概要 

評価 5 項目 評価結果 主要な根拠 

妥当性 高い プロジェクト目標「孤立地域の持続的参加型村落開発手法

（PaViDIA）が確立される。」は、ザンビア側の政策、受益者のニ

ーズ、日本側の援助方針と整合性が保たれており、妥当性は高い

と判断できる。しかし、チョングェ郡で試行されている PaViDIA

モデルの適応性を検証するために、他地域において展開されるこ

とが望ましい。 

有効性 ある程度高

い見込み 

プロジェクト目標はプロジェクト開始 7 年後の 2009 年 5 月までに

達成される可能性はある程度高い。なお、2006 年 12 月に予定され

ているフェーズ 1（2002～2007）の終了時評価で必要とされるプロ

ジェクト目標を明確に設定する必要がある。 

効率性 比較的高い

見込み 

日本側、ザンビア側双方の投入は、プロジェクト活動のために概

ね順調に活用されている。成果は、プロジェクト期間の終了時ま

でに達成されることが期待される 

インパクト 正のｲﾝﾊﾟｸﾄ 現時点では、農村および国レベルにおけるインパクトを確認する

ことができなかった。しかし、農村における活動が、上記のよう

な効率性とともに継続していくならば、近い将来、正のインパク

トが発現する可能性がある。 

自立発展性 低い懸念 現況の PaViDIA 組織構成では、MACO が他地域において PaViDIA

モデルを展開する際、妨げてしまう可能性がある。なお、MP が

実施されたチョングェ郡の DACO 職員と普及員に関しては技術

が定着しており、今後も円滑に農村開発活動が継続されることが

見込まれる。 

 

４－２ 5項目評価 

(1) 妥当性 

本プロジェクトの目的は、農業分野の二極化に目を向け、孤立地域における貧困を軽減させ

るために取り組んでいくことである。したがって、本プロジェクトは両国の政策と合致して
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おり、なおかつ農民のニーズを組み込んでいるため、妥当性は高いと判断される。 

なお、チョングェ郡で試行されている孤立地域の参加型村落開発の実用モデル2（PaViDIA

モデル）の適応性を検証するため、対象地域を広げていくことが望ましい。 

1) ザンビア国の開発政策との整合性 

ザンビア国政府は、2002 年に発行した貧困削減戦略ペーパー（PRSP）の主な目的として、

持続的な経済成長および雇用創出活動を通じた貧困削減をうたっている。また、国家農業政

策（NAP：2004 年～2015 年）のビジョンは、食糧確保、収入向上を保証した持続的農業の

開発促進を目指し、かつ貧困軽減に貢献することである。小規模農民に着目している農業開

発支援プロジェクト（ADSP）に関しては、小規模農業の生産性向上のために改良技術の開

発をおこない、小規模農民のために農業インフラを整備するなどが示されている。 

なお、農業商業化プログラム（ACP：2002 年～2005 年）には 5 つの優先課題があり、そ

の中の一つは技術開発および普及となっている。その中の主要分野として、作物の普及、家

畜生産、土壌・作物の研究、農場保全、灌漑などがあげられており、本プロジェクトの指針

と一致している。 

したがって、中間評価以前に使用されていた PDM1 の上位目標およびスーパーゴールは、

PRSP、NAP、ADSP、および ACP を含めたザンビア国の国家開発政策に合致している。 

2) 日本の援助政策との整合性 

日本の ODA 政策の重点課題によると、日本国政府として、開発途上国自身が貧困緩和に

向け総合的に取り組めるよう政策立案・実施能力の強化を支援し、かつ経済成長の成果が広

く貧困層にも裨益するような制度構築などソフト面の協力を重視している。また、食糧生産

や農村開発における農業分野の協力は、貧困緩和、持続可能な開発の実現のためにも重要で

あるとしている。 

2003 年、アフリカ開発の最も重要な枠組みの一つである第 3 回アフリカ開発会議（TICAD 

III）が東京にて開催された。TICAD III では、農業はアフリカ各国経済の基盤であり、農業・

農村開発がアフリカ諸国の経済成長の鍵であることが確認された。 

なお、2004 年 8 月に発行されたザンビア国に対する日本の ODA 戦略ペーパー（2004 年～

2006 年）は、優先分野の一つとして、「村落開発に焦点を絞った貧困軽減のための支援」を

明記している。実際、持続的農業の実地検証が農協大学およびチョングェ郡においておこな

われており、製粉機、井戸、橋梁などの社会基盤整備を含んだ MP も、チョングェ郡で実施

されていることから、貧困軽減のための支援は確実におこなわれている。 

したがって、本プロジェクトは、日本の援助政策の指針と合致している。 

 

3) 対象グループおよび対象地域 

(a) 対象グループの必要性 

MP 導入の初期段階で普及員が農村を訪問し、MP の説明をおこない、農民とともにそ

の構想や構成に関して議論をおこなっている。この過程において、インフラ整備、収入創

                                                  
2 実用モデルの仮定義は、PaViDIA プロジェクトのヴィジョン、戦略、予算、および実施メカニズムが、ザンビア

国政府によって具現化された状態のことを示す。 
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出活動、および研修プログラムの基本構成要素から成るプロジェクトをデザインし、その

優先順位を付けるため、農民は PRA（参加型農村調査：ソーシャルマップ3、トランゼク

ト4などを主なツールとしている）や PCM ワークショップに参加し、プロジェクトを立案

していく。その結果は、問題系図や PDM に反映され、MP のプロポーザルとして DACO

事務所に提出され、承認されると MP が開始される。このように、農民のコンセンサスの

もと、対象グループのニーズは MP に効果的に反映されている。 

したがって、MP は農民自身によって形成されているため、農村における農民のニーズ

は確実に汲み取られており、農民自身の主体性が尊重されている。 

(b) 対象地域の変更 

MACO 本省のカウンターパートに対するインタビュー調査によると、ザンビア国にある

70 以上の郡から一つの郡のみを対象とし、他地域へ展開可能な PaViDIA モデルを確立す

ることは不十分であると回答している。この回答に表されるように、PDM1 の対象地域で

あるチョングェ郡だけでは PaViDIA モデルの適応性を確認することができないため、対象

地域を広げる方向で関係者間の合意が得られている。 

 

(2) 有効性 

プロジェクト目標の達成度に関しては、関係者の努力の継続とともに、プロジェクト開始

から 7 年後の 2009 年 5 月までに達成することが期待される。なお、2006 年 12 月に予定され

ているフェーズ 1（2002 年～2007 年）の終了時評価で必要とされるプロジェクト目標を明確

に設定する必要がある。 

1) プロジェクト目標の達成予測 

現行 PDM1は、2009 年 5 月までの 7 年間 PDM として作成されたが、プロジェクト開始か

ら 5 年後の目標を明確にするため、フェーズ 1 のプロジェクト目標を設定する必要がある。

なお、PCM ワークショップが 2004 年 10 月に開催され、フェーズ 1 のプロジェクト目標の指

針が話し合われ、PaViDIA モデルが他地域において展開されることを念頭に、プロジェクト

運営のための実施体制を確立することが参加者間で合意された。ただし、2007 年以降のフェ

ーズ 2（2007 年～2009 年）のプロジェクト目標は、PDM1のそれに沿うものである。したが

って、フェーズ 1 のプロジェクト目標、およびその目標を達成するための成果と活動を新た

に設定する必要がある。 

PDM1のプロジェクト目標の達成度に関しては、関係者の努力の継続とともに、2009 年 5 

月までに達成することが期待される。 

2) 成果とプロジェクト目標の因果関係 

DACO 職員および普及員へのインタビュー調査によると、ある農村で持続的農業の実地検

証がおこなわれると、その農村では MP（参加型村落開発手法のコンポーネント）は実施され

                                                  
3 参加者である農民とともにおこなう地図つくりのことである。全体像、参加者が感覚的にとらえている地理関係、

注目しているものなどを地図上に表すことによって、参加者間で共通認識を得る。 
4 農民とともに散策し、目に見える資源やポテンシャル、課題などを確認する作業のこと。 



 20

ない原則5になっているため、両者のつながりが見えてこないという指摘があった。この意味

で、コミュニケーション不足があったことは反省すべき点である。また、PDM1のプロジェク

ト目標が PaViDIA モデルを確立することであるならば、一つの農村で MP、およびそれを補

強する持続的農業をパッケージとして実施することにより、プロジェクト目標が効率的に達

成できるとも考えられる。しかし、近隣の農村間における中立・公正という観点から、ある

特定の農村を対象にして過剰な投入をおこなってしまうことにより、その対象農村に対して、

近隣の農村は嫉妬心を助長してしまうかもしれない。その結果、その貧富の格差がその周辺

地域に負の影響をもたらすことが心配される。 

今後、「同一農村におけるパッケージの実施」および「一農村で MP、あるいは持続的農業

の実地検証のみ」というバランスを慎重に検討していく必要がある。 

3) プロジェクト目標の達成を阻害する要因 

・DACO 職員および普及員の献身的な活動は顕著であるが、彼らはザンビア国政府から出張

手当てなどを受けていないため、プロジェクト活動を継続できない状況に陥ることが懸念

される。本プロジェクトのために、彼らは多くの時間を割き、目を見張るような努力をし

ている。今後も活動手当てが支給されない状態が続く場合、DACO 職員および普及員によ

るプロジェクト活動が継続されるかどうか不明である。 

・MP を実施する場合、ある農村の世帯数が 100 世帯以下であるならば、他の農村と合併し

100 世帯程度に持っていくことがある。初期の段階では、互いに協力し合い、活動も促進

されるであろうが、製粉機、足踏みポンプ、保健所などの社会基盤が異なる農村に設置さ

れた場合、近い将来、その所有権を争うような状況に追い込まれるかもしれない。それら

の農村では、秩序を維持するために規則は設けているものの、プロジェクト目標を達成す

るために注意深くモニタリングしていく必要がある。 

 

(3) 効率性 

日本側からの投入は、プロジェクト活動のために概ね順調に活用されている。また、成果に

関しては、現段階でその達成度を測定することはできないが、プロジェクト期間の終了時まで

に達成されることが期待される。 

1) プロジェクト投入の活用度 

人材、機材、研修プログラムなどのようなプロジェクトの主要な投入は、前章 2-1 実績およ

び付属資料 6 に示されているとおり、プロジェクト活動のために活用されている。しかし、

MACO 本省の職員に関しては、通常業務（省業務）の他に、相当数のドナー案件を抱えてお

り、他ドナーのワークショップ、セミナー、調査などによって頻繁に拘束されてしまい、物

理的に本プロジェクトへの関与が制限されている。さらに、MACO 本省の職員は、ドナーか

らの要求をできる限り受け入れようとしているため、事業開始前に不確実な協力を約束して

しまうことがある。その結果、ドナーへの対応が後追いになっている。 

また、DACO 職員や普及員に対して、ザンビア国政府から活動手当てのような財政支援が

                                                  
5 MP 実施に掛かる原資は、一つの農村において一軒当たり＄100 とすることで合意されている。したがって、その

原則に沿うように、MP 実施農村と持続的農業のモデル農家が同一農村にならないように調整されている。 
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提供されていないため、彼らの不満は日増しに高まってきている。このような状況下、チョ

ングェ郡における彼らの積極的な活動は、成果の達成に大きく貢献しており、プロジェクト

の効率性を高めてきた。ただし、今後も同等レベルの協力を期待できるかどうか確信はでき

ない。 

したがって、成果を達成するためには、本省から本プロジェクト専任の職員を配置し、そ

の職員を中心にプロジェクトを運営することが必要となる。さらに、カウンターパートの意

欲を維持しながら、プロジェクト活動を継続するために、カウンターパート予算を確保する

努力が求められる。 

なお、農民が次期作物の準備をしなければならない場合、MP 原資の送金が遅延すると、村

落における農作業などのタイミングなどに齟齬が生じてしまい、時間的に他の作物などの栽

培に悪影響を及ぼしてしまう可能性があるため、投入のタイミングには細心の注意が必要と

なるであろう。 

2) 成果の達成度 

プロジェクト関係者は成果の達成を目指している途中であり、現段階で成果の達成度を判

定することはできない。例えば、持続的農業技術の実地検証は年間を通じておこなわれるた

め、その技術が適用できるかどうか現段階で判定することはできない。 

 

(4) インパクト 

現時点では、農村および国レベルにおけるインパクトを確認することはできないが、農村

における活動が順調に継続されれば、近い将来、正のインパクトが発現すると思われる。 

1) 上位目標の達成予測 

日本人専門家によると、2KR を通じて見返り資金6の一部が本プロジェクトのために確保さ

れているため、PaViDIA モデルが他地域で展開される見込みは高いと見ている。さらに、ノ

ン・プロジェクト無償の見返り資金のようなその他の資金の活用もプロジェクト予算として

期待される。 

2) 上位目標の達成を阻害する要因 

・現時点では、農村における社会構造自体も問題になりつつある。特に年数が経つにつれ、

パイロット・MP を実施したいくつかの農村では、村長などの権力者による農村の資産支

配や分裂などに係る問題が徐々に発生してきていることが報告されている。したがって、

農村におけるリーダーシップ研修プログラムなどを実施することにより、上記のような問

題が起こらないように、MP にはリーダーシップ研修などの要素を取り込むことが望まし

い。 

・活動手当てが支払われない場合、普及員の意欲や士気は失われてしまう一方、本プロジェ

クトが対象とする地域において、村落開発の目的で他ドナーあるいは NGO が参入してく

れば、活動手当ての支給が見込まれる。結果として、本プロジェクトの活動をおこなうよ

りも、他ドナーあるいは NGO とともに活動することが優先されるかもしれない。 

                                                  
6 ザンビア大使館からの情報によれば、2KR などを介して積み上げられた見返り資金の総額は、約 103 億 Kwacha、
米ドルに換算して約 200 万ドル蓄えられているとのことである。 
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・エイズは極めて重大な問題であり、労働力として期待される農村の若者たちや生産性の高

い労働者に負のインパクトを与えてしまうため、他地域へ展開する際、阻害要因になるこ

とが懸念される。 

3) 波及効果 

・村落開発のための意欲やモチベーションが近隣の農村へ広まっていく可能性がある。 

・収入創出活動が強化されれば、長期的な観点から各世帯の収入が増加することが期待され

る。 

・貧困層や女性グループが意思決定のプロセスに参加できる機会が増すことにより、各農村

において参加型アプローチの必要性が高まり、農民たちのイニシアチブのもと、自らのプ

ロジェクトを立ち上げ、なおかつ促進していくという意欲の変化が徐々に表れることが予

測される。 

・ある農村における調査結果によると、プロジェクトのコンポーネントを選択する際、ジェ

ンダーの平等性が欠けていたという実例が呈された。したがって、将来にわたって、ジェ

ンダーバランスの確保を求める必要があるため、注意深くモニタリングすることが望まし

い。 

・DACO 職員への質問紙調査によると、最初の段階では農民の参加度は高いが、時間の経過

とともに農村レベルから各個人への利益が減少してくるため、参加度が徐々に落ちてくる

ことが懸念されるとの回答があった。 

 

(5) 自立発展性 

プロジェクト終了後、MACO 本省が PaViDIA モデルを他地域に向けて展開する際、現況

の実施体制では円滑に促進されない可能性がある。ただし、チョングェ郡の DACO 職員と普

及員に関しては、本プロジェクトの活動に慣れ親しんでいるため、今後も円滑に継続されるこ

とが見込まれる。 

なお、MP が実施された農村の自立発展性は、農民と普及員の継続的な努力によるところが

大きい。 

1) プロジェクトの実施体制 

本プロジェクトが要請された当初、MACO 本省の監督のもと、孤立地域における村落開発

のための専属オフィスを構築し、そこを中心にプロジェクトを運営するようなデザインがな

されていた。しかし、協力期間終了後も自立発展性を確保する必要性が確認されたため、

MACO 本省を中心とした本プロジェクトがデザインされるに至ったが、実際には、MACO

本省はプロジェクト活動のための予算をほとんど確保できず、本プロジェクトの専属職員も

配置できなかった。したがって、当初の予定どおり自立発展性を確保するためには、MACO

本省の監督のもと、本プロジェクトの中枢母体として、機能的な運営事務所とその専属職員

を配置し、プロジェクト活動を一括運営・管理できる実施メカニズムを構築することが必要

となる。そのメカニズムを有効に活用できれば、プロジェクト終了後も、他地域に向けた

PaViDIA モデルの展開活動は継続されると思われる。 
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2) 財政面 

MACO 本省の慢性的な財政難のため、本プロジェクトに対するカウンターパート予算を確

保していくことは、今後も困難なことが予測される。しかし、2KR を通じた見返り資金やノ

ン・プロジェクト無償の見返り資金からの予算が見込めれば、協力期間終了後も、他地域に

おいてプロジェクト活動を継続することが期待できる。 

3) PaViDIA プロジェクトに対するオーナーシップ 

今まで農民は援助機関などに強く依存してきたため、オーナーシップが養われる機会はほ

とんど無かった。しかし、PaViDIA プロジェクトでは、PRA や PCM ワークショップを通じ

て、農民の中にオーナーシップの意識を培い、農民自身が積極的に本プロジェクトへ係って

いけるような工夫がなされている。また、チョングェ郡の DACO 職員と普及員は本活動に慣

れ親しんでいるため、本プロジェクト終了後も、活動を継続できる体制は整っていると考え

られるが、MP が実施された農村の自立発展性は、結局のところ、農民と普及員の継続的な

努力によるところが大きい。 

4) プロジェクト活動の継続性 

協力期間終了後、PaViDIA プロジェクトの活動が継続されていくためには、下記事項が重

要と思われる。 

・専属職員を配置した運営事務所の設置 

・貧困軽減に対するザンビア国政府のコミットメント（戦略の構築、予算の確保、実施体制

の強化など） 

・普及員研修の強化 

・農民のための収入創出活動の促進（機材などを購入した場合、その活動をおこなうための

必要な技術研修も含める） 

・農民の能力開発のための研修（リーダーシップ、ビジネススキル、財務能力など） 

・農民自身による道路や橋梁などを含めた社会基盤の修復や維持管理 

 

４－３ 効果発現に貢献した要因 

(1) 実施プロセスに関すること 

最初に特記すべき事項は、DACO 職員と普及員が本プロジェクトの活動に対して、予想以

上に貢献していることである。彼らは、活動手当ても支給されない中、農民とともに MP を積

極的に実施してきた。 

また、農協大学の学長による支援も大きい。本プロジェクトを促進する上で、積極的な協力

を受けてきている。特に、持続的農業における適正技術の開発のため、展示圃や人材などが提

供されている。 

上記で指摘した点は、本プロジェクトの円滑な実施のために貢献している。 

 

４－４ 問題点および問題を惹起した要因 

(1) 計画内容に関すること 

PDM1から読み取れることは、プロジェクト終了後、チョングェ郡で開発された PaViDIA モ

デルを用いて、他の地域に向けて展開することである。しかし、プロジェクト終了時点で、チ
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ョングェ郡のみを対象として確立されたモデルが、他地域へ適応できるかどうか確認すること

はできない。したがって、プロジェクトの協力期間内に、チョングェ郡以外の地域も巻き込む

必要があったと考えられる。 

また、当初、PDM は 7 年間で作成されたが、5 年後に評価調査を実施するのであれば、5

年後に達成されるべき目標を PDM に明確に表記すべきであった。 

なお、PDM の指標が適切に設定されていなかったため（例えば、指標 1-1 と 1-3 は、指標

3-3 と 3-4 とほぼ同様である）、計画段階で適切な指標を設定する必要があった。これは、モニ

タリングおよび評価をおこなう際、プロジェクト関係者などが成果やプロジェクト目標の達成

度を把握できないためである。 

 

(2) 実施プロセスに関すること 

「効率性」でも述べたとおり、MP 原資の送金が遅延すると、農作業のタイミングが崩れて

しまい、他の作物などの栽培に影響を与えてしまう。したがって、農民の持つ季節カレンダー

などに合わせて、投入することが大切である。 

また、ザンビア国政府から、カウンターパートへの活動手当てが支給されない状況下、今後

も現在と同等レベルの支援が期待できるかどうか不安が残るところである。 

なお、現段階で農民の参加度は高いと言えるものの、時間の経過とともに農民の意欲が消沈

してくることも懸念される。 

最後に、未だ実施体制が整備されていないため、今後活動を継続する上で障害となる可能性

がある。他地域への展開活動を視野に入れる以上、その中枢母体となる組織を設置し、プロジ

ェクトを実施していくことが望ましい。 

 

４－５ 結論 

合同評価チームはプロジェクト関係者との一連の協議、普及員・農民へのインタビュー及び現

地視察等で得られた事実を総合分析し、5 項目評価基準に沿ってプロジェクト中間評価を実施し

た。それらの評価からは当初計画された投入、活動や実施行程に大幅な修正は必要ない、と言う

結論が得られた。むしろ、プロジェクト半ばではあるもののザンビア国政策等との整合性検討か

ら当プロジェクトの妥当性は高いと判断され、今後のインパクトと持続性の発現を強く予感させ

る事実を確認することも出来た。 

一方、上位目標の検討からは必ずしも従前の活動に止まることを最善とせず、更に、MP 自体

の運営管理にも改善の余地がある、との感触を持った。全国展開を視野に入れるなら組織の改善

も避けて通れない。以下はそれらの総合的な結論である。 

(1) PDM1及び PO1で設定された活動はほぼ計画通り実施されており、期待された成果も顕現

し始めており特に遅れはうかがえない。このことは当初活動・成果に関する限りは特段の

修正を必要としない点を示唆している。 

(2) プロジェクト対象村落で適用される PASViDは村落レベルで効率性と効果を発揮している

が、一層簡略化を図り普及員の理解促進と実効性を高める必要性も観察された。 
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(3) 一方、当初計画 PDM1 はチョングェ郡のみに焦点を当て、上位目標、つまり孤立地域にお

ける村落開発はザンビア側独自の努力でそのモデル反復を行うこととの企画であった。しか

し、チョングェ郡のみでプロジェクトを継続すれば全国展開の組織・人材は育成されず、孤

立地域開発の見込みはほとんどない点が明らかになった。 

(4) PaViDIA を孤立地域で反復するためには；1)全 MP 監理・モニター機能を持ったオフィ

ス、2)その人材配置、3)MP 実施に要する資金、4)PaViDIA 実施に関するビジョン・戦略

及びガイドライン、等が必要である事実が判明した。それらの総体を PaViDIA の実用モデ

ル と位置付け、その確立を 7 年間のプロジェクト目標とするとの共通理解が得られた。 

(5) そのため、プロジェクト後半は PaViDIA を孤立地域で実施するための具体的手法、シス

テム、組織等の創成に焦点を当てるのが適当と考えられる。今後のチョングェ郡での活動

は、全てそのモデル確立のための試行錯誤と捉えられるべきである。 

(6) PDM1に見られる PaViDIA プロジェクトの全体像、プロジェクトの行程等の表現には曖昧

さが残っており、第三者のみならずプロジェクト関係者間でさえも微妙な齟齬を来し、そ

のため少なからぬ混乱を招いていたと考察される。表現の微妙な改善による理解共有と指

標の明確化を目的として PDM を改善すべきである。 

(7) 今後、孤立地域への PaViDIA 展開が現実化しようとする中で、実施上の課題もいくつか散

見される。まず、POR に配属となる MACO 本省職員のインセンティブである。適正な付加

的インセンティブが少ない場合、彼らの定着は危ぶまれる。次に、村落開発の要となる普及

員の理解度低下が危惧される。村民の自主性（オーナーシップ）を育成する PASViD 精神を

真に理解していない場合、その普及員が実施する MP は単にモノ・カネの施しに転化される。

諸刃の剣の様な危険は普及員研修で完全に払拭されるべきであるが、現地講師がどこまで徹

底できるかは未だ不確定要素である。更に、MP の質の向上のためにはモニタリング体制の

確立は嚆矢の課題である。 

(8) 合同評価チームは上記の事実関係に基づき、次章のような提言を行ったが、プロジェクト

が今後これらの提言を採り入れれば、上位目標の達成は十分可能であると結論できる。  
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第５章 提言及び教訓 

 

５－１ 提言 

表 6 プロジェクトに対する 15 の提言まとめ 

 提 言 内 容 

 1 全プロジェクト関係者間での対話を促進し、共通理解を高める。 

 2 PaViDIA 管制室（POR）を設置し、実施体制・組織を強化する。 

 3 参加型開発の成功を左右するファシリテーターの研修内容を更に充実させる。 

 4 村落ワークショップにおいて適正なMPの要素が選択されるよう審査選抜法を開発する。

 5 危機管理表に加え、モニタリング制度強化による MP 実施の改善を図る。 

 6 村民の自主性喚起の代替案を考察し、自主自立を最善の方法で達成する。 

 7 農村開発及び持続的農業分野の統合を図り、二分野の相乗効果を高める。 

 8 高度なインフラ建設は、必要な技術獲得の可能性をワークショップで十分討議する。 

 9 経済成長と透明性確保のため、村落開発委員会会計役の会計簿記の能力を向上させる。

10 収益増と土地生産性の向上を優先させた持続的農業技術を MP に必ず入れさせる。 

11 プロジェクト活動の広報を充実させる。 

12 内容の明確化と上位目標の具体化を目的に PDM 及び PO の表現を修正する。 

13 他機関（特に世銀）との協調を図る。 

14 持続的農業技術演示における作物輪作と間作の分離展示を図る。 

15 女性の視点を企画時、MP 実施時に取り込むようファシリテーターの意識を改革する。 

 

(1) 全プロジェクト関係者間の共通理解促進 

   現況のプロジェクトは村民から農業・協同組合省（以下農業省）幹部までと幅広い人材が

関係している。そのためプロジェクト実施方針からその核心部分に至るまで、理解が共有さ

れていない事実が散見された。将来プロジェクトの持続性を考えれば、それら関係者間の理

解促進は不可欠である。日常的な実施プロセスを円滑に行うためにも農業省本省、JICA 事

務所、JICA 専門家チーム及び PACO、DACO 間で更に徹底的な対話を行う努力が望まれる。 

(2) PaViDIA 実施体制・組織の強化 

     前章で述べたとおり、PaViDIA 管制室（PaViDIA Operation Room: POR）の設置は孤立地域

に拡張を図る際、避けて通れない課題である。言うまでもなくその事務所への常勤職員配置

は不可欠である。同時に実施機構と MP 実施の資金調達も重要である。ザンビア側が国レベ

ルで PaViDIA を実施する POR を主体的に設置する時、JICA 専門家チームと MACO スタッ

フとの文字通りの協力関係基盤が構築されたと言える。 

(3) ファシリテーター研修の質向上 

     村落レベルにおける参加型開発の成功はファシリテーターの力量に左右される。候補村に

おける最初のワークショップでの PASViD 精神及び MP 過程の説明は、将来の村の繁栄を握



 27

る鍵である。個人及び共同体レベルにおいて彼らの自助努力精神が如何に喚起され、育成さ

れるかはファシリテーターの力量に係っていると言える。それは村落共同体の自主自立を育

む MP 要素選択に形となってあらわれる。 

   研修生（普及員）のファシリテーション能力は研修中に模擬村落ワークショップの中で検

証され、標準点に達しない者達には特別の能力開発研修の機会を与えるようにすべきである。 

(4) MP 要素選択時における審査選抜法の導入 

PASViD 手法の一過程、PCM ワークショップにおいて村民主体に作成された問題系図及び

ランク付け作業の後、MP 要素が決定される。この過程は村民の最重要かつ緊急ニーズを特

定する意味で価値がある。他方、機材や建設される施設の選択は、必ずしも村内で調達可能

な技術を伴っていることを意味していない。例えば診療所建設が決定された場合、技術や専

門家の不在のため機材・施設が正しく使われず、無駄に終わってしまう場合もある。 

MP の効率を上げる目的からも、実現可能性の低いソフトウェアや計画を必要とする MP

要素は捨て去れる方法を考え出すべきである。更に、考え出されたこの方法はファシリテー

ター研修の際、特別の講義を設けて徹底すべきである。 

(5) モニタリング制度強化による MP 実施の改善 

   ファシリテーター（普及員）による MP のフォロー、あるいはモニターは MP の質の維持

のために重要である。プロジェクト実施前に準備されるべき危機管理表により全ての対策は

取られるとは言え、時には予測不可能なリスクがあらわれることが考えられる。問題となっ

た MP プロジェクトを精査し、再度村民の自主性を喚起すべくワークショップを開き、解決

法を討議させるのも有益である。特に会計面でのフォローはファシリテーターの重要業務で

ある。これらの MP モニタリング・システムとサイクルの構築はプロジェクト全体の持続性

を確保するために不可欠である。 

(6) 村民の自主性喚起の代替案 

   繰り返すまでもなく、村落開発過程において村民の自主性（オーナーシップ）が重要であ

り、PASViD プロジェクトにおいてはインフラ工事や小企業活動における共同作業を通して

それらが喚起され、育成されることを意図している。当手法の前提は、必要とされる全ての

労力提供がこの目的達成に最善であるとするところにある。しかし、それに加え金銭の負担

を求める方法が代替案になる可能性も否定できない。その可能性についても関係者等からの

意見を参考に検討するのも有意義である。 

(7) 各分野の統合と協調の強化 

   持続的村落開発はその核に持続的農業を据えている。従って、農村開発及び持続的農業二

分野の専門家は効率を向上させ相乗効果を上げる意味でも、活動の協調を図り、その統合に

向けた計画を示すことが望まれる。特に今後の MP 要素における持続的農業技術の統合をワ

ークショップの中で実現させる手法の確立が課題である。 

(8) インフラ建設における新技術と管理の再考 

   村民は時に彼らの能力を超える極めて野心的な計画を立案することがある。例えば、かな

り規模の大きい橋とか堰等が上げられる。当初のワークショップにおけるMP要素決定時に、
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それらに必要な技術獲得の可能性を討議するのが適当である。 

(9) 会計と簿記の能力向上 

   MP における会計と簿記は二つの面で大きな意味がある。つまり経済成長と透明性である。

前者についてはシードマネーによって興された小企業の純益確認であり、後者については贈

収賄と不正の可能性を低くし、村民の理解と協力を得るためである。特に会計担当者に対し、

普及員による日常業務を通した技術移転や、村外での会計研修への参加を促すべきである。

正確に会計帳簿を記録できなければ、プロジェクト自体に致命的な欠陥となりうる。 

(10) 持続的農業の概念及び領域の確認 

孤立地域における持続的農業は営農の安定向上、つまり収益増と土地生産性向上（土壌肥

沃度の向上と侵食等による圃場劣化の防止）を優先させるべきである。つまり MP の中では

その二つ、収益増と土地生産性の向上、に関わる要素を持つことが必須となる。現在持続的

農業とされる多くの技術が開発普及され、更に多くの研究が行われている。それらの持続的

農業技術は隣通しの農家でも異なることが考えられ、普及の困難さを物語っている。そのよ

うに研究・普及には膨大な課題を抱えているため、プロジェクトの中で扱う持続的農業に関

してはその領域を明確にし、プロジェクト期間内に目に見える成果を上げられる範囲に絞る

べきである。  

(11) プロジェクト活動の広報 

   内外のプロジェクト理解と支援は、今後の全国展開を図る上で必須要件である。そのため

にも各種手段にて広報活動を強化し、プロジェクト活動と目的を広く知らしめる努力の継続

が望まれる。その手段としては、ザンビア国内で現実に普及しているラジオ放送が最適と言

えるが、その他各種視聴覚教材作成、テレビや新聞等を通じた報道、インターネット・ウェ

ブサイト（既に実施されているが、更なる内容の充実）、パンフレットの発行、あるいはセ

ミナー等の開催も有力である。 

(12) PDM 及び PO の表現の修正 

評価チームは上記の結論と提言を要約し、PDM 及び PO の若干の表現修正を提案する。

PDM2 は PDM1及び昨 10 月 18 日から 21 日にかけて実施された PaViDIA ワークショップで

提示された改正 PDM 案を下に、上記内容の提言を組み込みかつ内容や表現をより明確にす

る目的で修正された。主要な変更点とその主変更理由は下表の通りである。  

今後、プロジェクト・チームは生産増等を評価するための正確な指標改正に努め、プロジ

ェクト終了時の評価がより円滑に行われるよう図るべきである。また、PO も PDM の修正に

基づいて修正すべきである。 
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表 7 PDM の主要変更点と理由 

   変 更 点     変 更 理 由 

ｽｰﾊﾟｰｺﾞｰﾙ 目標年を 2015 年とする 当プロジェクトの究極目標はザンビア孤立地域の

貧困を軽減することである。従って、当プロジェク

トは貧困削減戦略ペーパー（PRSP）あるいは国家

貧困軽減政策の傘下の事業と位置付けられるべき

である。そのため、目標年もミレニアム開発目標

（MDGs）と同調させるべきである。 

開発目標 開発目標の「持続的」は

省略する 

当プロジェクト名である「ザンビア孤立地域参加型

村落開発計画」と整合性を取るため。 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ期間をﾌｪｰｽﾞ 1 

（5 年間 2002,6 – 2007,5）

とﾌｪｰｽﾞ 2（2 年間 2007,6 

–2009,5）に分割する 

最初の 5 年間のフェーズ 1 と残り 2 年間のフェーズ

2 の連続したプロジェクトと考えられるものの、実

質的には 5 年間のプロジェクトと見なされる（フェ

ーズ 2 はフェーズ 1 の結果をもとに実施を判断す

る）。従って、フェーズ 1 のプロジェクト目標を新

たに設定する必要があるためである。 

ﾌｪｰｽﾞ 1 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ目標とし

て「PaViDIA の実施体制

の 確 立 」 を 追 加 す る

（Annex 1 参照） 

実施体制とは、資源、組織、PaViDIA 実施手法等

の総合的な概念である。このような包括的目的とし

たのはザンビア国の貧困軽減という長期計画下の

実質的最初の事業であるため。 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ目

標、成果、活

動、投入及び

期間 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ目標の「持続的」

は省略 

当プロジェクト名である「ザンビア孤立地域参加型

村落開発計画」と整合性を取るため。 

ﾀｰｹﾞｯﾄ地域 既に当ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの主ﾀｰｹﾞ

ｯﾄ地域とされるチョング

ェ郡の 30 カ村以外に、チ

ョングェ郡外の孤立地域

でﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを実施する 

最重要成果と見なされる PaViDIA 実施手法の国家

レベル適用可能性を他地域で実証する必要がある。

ここで PaViDIA の展開は村落開発手法の適用性実

証であり、プロジェクトのインパクトの波及ではな

い点を想起する必要がある。プロジェクト実施地域

の選択は農業省等の関連機関と密接な協議を通し

て慎重に企画される必要がある。 

 

(13) 他機関との協調 

   世銀は PASViD 手法発表とほぼ同時期に PEA（参加型普及手法）を打ち出した。これは

T&V （Training and Visit）の欠陥を補う参加型各種手法、PRA や PCM を取り入れた方法で

ある。PASViD と大きな相違はないが、PEA は村でのワークショップ開催後、資金調達は各

村及び普及員に任されており、プロジェクト実施の確約はされない。また、その結果村落の

自主自立への道程は具体化されない。いずれにしても、最終目標は農村部での貧困軽減であ

り、手法も似通ったプロジェクトであるため、今後の共同事業に向けた働きかけはザンビア

にとって極めて意義深く、もし共同実施が実現すれば、今後孤立地域の開発に弾みがつき、

早期に双方の目標が達成されると思われる。早期に意思疎通を図るべきである。 
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(14) 持続的農業技術における作物輪作と間作 

   現況の持続的農業技術演示での作物輪作と間作は分離して行われるのが望ましい。つまり、

どちらか一方の効果が正しく評価されず、相乗効果も明示されない。これらを展示すれば、

農家に誤った情報を提供することとなるため、避けるのが望ましい。 

(15) ジェンダー視点 

   女性の視点が十分考慮された MP 要素が選択されるべきである。女性のニーズが正しくく

み取られず、むしろ無視されるようなワークショップ進行が報告されており、その結果、女

性の望むMPが退けられ、以後の開発に少なからぬ影響を及ぼした。女性のニーズを尊重し、

正しくプロジェクトに仕上げるのは単に平等感を醸成するのみでなく、女性を開発のエネル

ギーとして取り込むことを意味しており、以後の開発を真に活性化するために重要である。

これは、端的にファシリテーターの意識に問題があると言え、ファシリテーターを育成する

研修内容の見直しが必要である。 

 

５－２ 教訓 

(1) 協力期間 

行政取り決め有効期限 5 年を受け、R/D に基づくプロジェクト期間も 5 年間に設定せざる

を得ない、とする前提の下に、当プロジェクト・ドキュメントは次のように結論している。；

本件は、貧困の深刻なザンビアにおいて、更にアクセスの悪い孤立地域の貧困対策に取り組

むものであり、一定のインパクトをもたらすプロジェクト目標の達成には 5 年間では不足す

るため、最低 7 年間が必要である（孤立地域参加型村落開発計画実施協議調査団報告書、平

成 14 年 3 月、P.127、資料 7―協力期間 7 年の必要性）。制約の中で最大限の期間を設定した

調査団の決定は極めて説得力に富み、中間評価時点でもその妥当性は充分確認された。 

一方、現状 PDM で表現しようとしたプロジェクト概要にそのしわ寄せが行き、フェーズ 1 

の 5 年間とフェーズ 2 の 2 年間のプロジェクト目標の間に少なからぬ混乱を招いた。5 年後の

終了時評価を意識して、新たにフェーズ 1 の 5 年間プロジェクト目標を設定せざるを得なか

った理由である。 

特に農業・農村開発事業の成果発現速度は遅い。長期間のプロジェクト期間を設定する場

合も多くならざるをえない。しかし、PDM 設定時にはそれらに鑑み、途中で変更しなくても

良い様な配慮が望ましい。 

(2) 組織 

     プロジェクト実施のための農業・協同組合省内の体制が整っておらず、農業・共同組合省側

の組織としての機能が期待できない状況である。幸い、今後組織機能を持った POR の設立が

約束されているが、他の同様プロジェクトへの教訓は大きい。つまり、相手側組織が実質的に

専門家と共同で事業に当たりうるか否かは、プロジェクト開始前に十分検討されているべきで

ある。 

(3) オフィス 

JICA 専門家は各個別分野毎に分散してオフィスを構えており、非効率を招くに止まらず、

コミュニケーションの停滞と、それに起因して事業進捗に重大な支障を来す可能性がある。
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今後、POR が農協大学内に設けられれば、この問題は一挙に解決するものと思われる。 

物理的なオフィスは専門家同士での意思疎通に不可欠であるばかりでなく、カウンターパ

ートとの日常的な業務にも重要な役割を果たすため、特別な理由がある場合を除き、プロジ

ェクト関係者全員が業務を共に行なえる物理的オフィスは必要不可欠と考えられる。 

(4) カウンターパート  

前記プロドクによると JICA チーフアドバイザーのカウンターパートは、計画・農協開発局

長、フィールド事業局長及び研究・スペシャリスト事業局長の 3 人となっている。また、他

の 3 人の専門家には 15 人のカウンターパートが配属されることとなっていた。しかし、18 人

もが JICA 専門家と常時活動を共にしたわけではなく、むしろ、専属のカウンターパートはい

なかったと断定できる。これはザンビア政府の予算不足、職員不足を反映しており、そのこ

と自体は決して非難されるべきでない。 

実態を正確に反映させるためにも、実質的な文字通りのカウンターパートと、関係部署の

関係者でプロジェクト活動にも必要に応じて参加するスタッフとの仕分けが便利である。前

者をカウンターパートと呼称するなら、後者はパートタイム・カウンターパート（カウンタ

ーパート上司、カウンターパート協力者、カウンターパート技師）等と日本側だけで認識し

ておくのも一案である。 

(5) 農業普及員のインセンティブ 

     農業普及員は当プロジェクトでの主役であるのみならず、農村開発の主要な担い手である。

頻繁な交代や無気力は直接担当区域の停滞に通ずる。彼らが農村に起居し、村民のために努力

を惜しまないようにするには何らかのインセンティブを検討する必要がある。 

短期的には海外研修経験も上げられるが、彼らの最大の関心事はワークショップや研修等

における報酬である。当該国の給与体系で満足すべしとの我が国精神論はザンビアでは理解

されがたく、彼らは他の収入機会に接すれば、そちらに関心を示すのは当然の反応と言える。 

   過酷な農村環境に暮らし、農村開発に意欲を持って取り組ませるためにも、彼らの報酬（給

料以外の手当等）に最大の配慮をする必要がある。しかし、これはドナー側のプロジェクト

予算を直接振り向けることを常時正当化するものではない。研修等で日当宿泊料手当を相手

側が出費できない場合はプロジェクト側で手当てするべきであるが、そうでない場合、我が

国各種無償資金の見返り資金から拠出されるよう、当該国財務省や日本大使館の理解をうる

べきである。各種援助形態の連携はその意味で重要であり、見返り資金を積み立てさせるノ

ンプロ無償資金供与、2KR 等の制度を根本的に改良し、より効率的援助として復活させるの

が望まれる。 
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